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 北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則の一部を改正す

る規則をここに公布する。 

  令和７年４月２４日 

北九州市長 武 内 和 久 

北九州市規則第３３号 

北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則の一

部を改正する規則 

北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年北九

州市規則第７８号）の一部を次のように改正する。 

第５条第１項中「（一連の調達契約のうち、その最初の契約に係る公告にお

いて、最初の契約以外の契約に係る公告を２４日前までに行う旨記載した場合

における当該最初の契約以外の契約に係る一般競争入札については、２４日前

）」を削る。 

付 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年５月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の日前に行われた公告に係る契約で同日以後に締結される

ものに関する事務は、改正後の第５条第１項の規定にかかわらず、なお従前

の例による。 
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北九州市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正

する条例の一部の施行期日を定める規則をここに公布する。 

令和７年４月２４日 

                    北九州市長 武 内 和 久   

北九州市規則第３４号 

北九州市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の 

一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則 

北九州市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正 

する条例（令和６年北九州市条例第２９号）付則第１号に掲げる規定の施行期

日は、令和７年１０月１日とする。 
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北九州市告示第１９４号 

 北九州市道路占用規則（昭和３８年北九州市規則第８９号）第２５条第３項

の市長が別に定める単価表を次のように定め、令和７年５月１日以後道路占用

許可を受けた者から適用する。 

路面復旧費・検査事務費徴収単価表（令和６年北九州市告示第２２３号）は

、令和７年４月３０日をもって廃止する。 

令和７年４月２４日 

北九州市長 武 内 和 久   
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路 面 復 旧 費 ・ 検 査 事 務 費 

徴 収 単 価 表  
 
 
 
 

（令和７年５月１日） 

 
 
 
 
 
 

北 九 州 市 
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【はじめに】 

本単価表は、北九州市道路占用規則第２５条第４項に基づき告示するものである。 

令和７年５月１日以後に道路占用許可を受けた者から適用する。 
 

【北九州市道路占用規則（抜粋）】 
（掘削の工事の方法等） 

第２４条 占用者は、掘削、埋戻し及び埋め戻した路面の復旧の工事を、市長が別に定める方法

により施行しなければならない。 
２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長が埋め戻した路

面の復旧の工事（以下「路面復旧工事」という。）を施行することができる。 
（１）  市長が施行する道路に関する工事と併せて路面を復旧する必要があるとき。 
（２）  掘削の工事が競合して行われた場合で、市長が統一して路面を復旧することが適

当と認めるとき。 
（３）  大規模な掘削の工事で路面の復旧に高度の技術を必要とするとき。 
（４）  その他市長が必要と認めるとき。 
（費用の徴収） 

第２５条 前条第２項の規定により市長が路面復旧工事を施行する場合は、当該路面復旧工

事に要する費用を占用者から徴収する。ただし、占用工事が第２０条の規定による舗装先

行工事（市長による舗装の工事に先行して施行する工事をいう。）に該当する場合は、この

限りでない。 
２ 前条第１項の規定により占用者が路面復旧工事を施行する場合及び前項ただし書の場合

は、市長が行う検査に要する費用を占用者から徴収する。 
３ 前２項の規定により占用者が負担する路面復旧工事及び検査に要する費用の額は、市長

が別に定める単価表により算出した額とする。 
４ 前項の単価表は、告示する。 
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路面復旧費・検査事務費徴収単価表 

 

１ 徴収単価 

種別 
復旧面積 
１㎡当たり 

復旧単価（円） 

復旧面積 
１㎡当たり 

検査事務費（円） 

砂利道 Ｇ － 150 

アスファルト 
コンクリート 

舗装道 

Ａｓ １ 42,900 2,030 

〃 ２ 35,280 1,670 

〃 ３ 27,220 1,290 

〃 ４ 26,770 1,270 

〃 ５ 16,980 810 

〃 ６ 14,280 680 

〃 ７ 12,940 610 

〃８（歩道） 9,790 460 

セメント 
コンクリート 

舗装道 

Ｃｏｎ １ 47,040 2,230 

〃  ２ 44,510 2,110 

 〃  ３ 42,410 2,010 

 〃４（歩道） 20,890 990 

コンクリート 
ブロック道 

Ｃ．Ｂ（車道） 33,310 1,580 

Ｃ．Ｂ（歩道） 28,480 1,350 

 
注１ 新設工事中（現道拡幅を含む）の道路及び舗装先行工事で、道路管理者と協議の上砂

利復旧する場合の、占用者から徴収する検査事務費は、砂利道Ｇの項に定める額とする。 
 ２ 植樹帯の掘削工事の場合、占用者から徴収する検査事務費は、この表の砂利道Ｇの項

に定める額を徴収する。 
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２ 路面復旧標準構造 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

種別 砂利道Ｇ Ａｓ１ Ａｓ２ 

工種 砂利厚 15.0cm 
表層厚 5cm 
中間層厚 10cm 
基層厚 5cm  

上層路盤厚 
30cm 

下層路盤厚 
25cm  

表層厚 5cm 
中間層厚 5cm 
基層厚 5cm   

上層路盤厚 
30cm 

下層路盤厚
25cm 

 
復旧

構造 
 
 

 
  

種別 Ａｓ３ Ａｓ４ Ａｓ５ 

工種 表層厚 5cm 
基層厚 5cm  

上層路盤厚
25cm 

下層路盤厚
25cm 

表層厚 5cm   
基層厚 5cm  

上層路盤厚
20cm 

下層路盤厚
25cm 

表層厚 5cm   
上層路盤厚

25cm 
下層路盤厚

15cm 
 

復旧

構造 
 
    

種別 Ａｓ６ Ａｓ７ Ａｓ８（歩道） 

工種 表層厚 5cm   
上層路盤厚

15cm 
下層路盤厚

15cm 
表層厚 4cm   

上層路盤厚
10cm 

下層路盤厚
10cm 

表層厚 4cm 路盤厚 10cm 

 
復旧

構造 
 
 

   

種別 Ｃｏｎ１ Ｃｏｎ２ Ｃｏｎ３ 

工種 ｺﾝｸﾘｰﾄ厚 25cm  
上層路盤厚

30cm 
下層路盤厚

30cm 
ｺﾝｸﾘｰﾄ厚 23cm 

上層路盤厚
20cm 

下層路盤厚
25cm 

ｺﾝｸﾘｰﾄ厚 20cm 
上層路盤厚

20cm 
下層路盤厚

25cm 
 

復旧

構造 
 
    

種別 Ｃｏｎ４（歩道） Ｃ．Ｂ（車道） Ｃ．Ｂ（歩道） 

工種 ｺﾝｸﾘｰﾄ厚 10cm 路盤厚  
10cm 

ﾌﾞﾛｯｸ厚 8cm 
砂  厚  3cm 
瀝青安定処理  

5cm 

上層路盤厚
15cm 

下層路盤厚
20cm 

ﾌﾞﾛｯｸ厚 6cm 
砂  厚  3cm 
瀝青安定処理  

5cm 
路盤厚 10cm 

 
復旧

構造 
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３ 復旧の構造基準 
(1) 車道の基準 

   
各層厚の基準            （単位ｃｍ） 

種別 Ａｓ１ Ａｓ２ Ａｓ３ Ａｓ４ Ａｓ５ Ａｓ６ Ａｓ７ Ｃon１ Ｃon２ Ｃon３ Ｃ．Ｂ 
表層 5 5 5 5 5 5 4 25 23 20 16 

中間層 10 5 － － － － － － － － － 
基層 5 5 5 5 － － － － － － － 
上層 
路盤 30 30 25 20 25 15 10 30 20 20 15 

下層 
路盤 25 25 25 25 15 15 10 30 25 25 20 

 
  (2) 歩道の基準 

   
各層厚の基準 （単位ｃｍ） 

 
 
 

上層路盤

下層路盤

埋戻し（路床）

表 層

中 間層

基 層

掘
削
厚

復旧幅 Ｗ

密粒度アスファルト混合物、

排水性アスファルト混合物
コンクリート、コンクリートブロック等

粗粒度アスファルト混合物等

粒調砕石、水硬性粒調スラグ等

砕石クラッシャラン等

砂、砕石チップ、土砂等

路 盤

埋戻し（路床）

表 層

掘
削
厚

復旧幅 Ｗ

密粒度アスファルト混合物、
コンクリート、コンクリートブロック等

砕石クラッシャラン等

砂、砕石チップ、土砂等

種別 Ａｓ８ Ｃon４ Ｃ．Ｂ 
表層 4 10 14 
路盤 10 10 10 
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４ 路面復旧費・検査事務費徴収算定基準 
(1) 路面復旧費・検査事務費の額 

復旧面積に舗装種別に応じた徴収単価を乗じて得た金額とする。 
ただし、電柱及び電話柱の占用に伴う掘削工事の場合、占用者から徴収する検査事務 

費は、種別及び面積にかかわらず、電柱又は電話柱１本当たり 1,000 円とする。 
 

(2) 路面復旧費・検査事務費の対象の除外 
次に掲げる掘削工事については、路面復旧費・検査事務費を徴収しないものとする。 

ア 国又は地方公共団体が一般会計をもって経理する事業及び特別会計をもって経理

する事業のうち企業的性格を有しないものに係るもの。 
   イ 復旧面積が１箇所につき 1 ㎡未満の掘削工事の場合、検査事務費は徴収しないもの

とする。ただし、道路管理システムに係るものは除く。 
ウ 西日本高速道路株式会社、北九州市道路公社又は福岡北九州高速道路公社が設置す

る案内板（道路情報板を含む。）に関する掘削工事。 
 

(3) 特殊舗装構造の取扱い 
検査事務費については、類似する舗装種別の徴収単価を適用する。 
路面復旧費については、別途設計を行い算定するものとする。 

 
(4) 復旧幅の基準 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) 復旧工事長の基準 

 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Ｗ 
Ｗ1 

Ｗ1 

Ｗ2 Ｗ2 ｂ2 
 

ｂ1 

Ｈ 

Ｗ1＝掘削幅（最小掘削幅 0.6m） 
Ｗ2＝影響の片側幅＝Ｋｔ（最小影響幅 0.3m） 
ｂ1＝影響部分の端から舗装絶縁線までの片側幅 
ｂ2＝影響部分の端から舗装絶縁線までの片側幅 
  （反対側） 
Ｈ ＝掘削深さ 
Ｈ1＝表層・中間層・基層の総厚 
Ｋ ＝係数（コンクリート舗装：1.4、アスファ 

ルト舗装：1.0） 
ｔ ＝路盤（上層路盤＋下層路盤）の総厚 
Ｗ ＝復旧幅＝Ｗ1＋2Ｗ2＋ｂ1＋ｂ2 

 

Ｌ 

Ｈ1 舗
装
絶
縁
線 

舗
装
絶
縁
線 

Ｈ1 

ｔ 

ｔ Ｈ 

ａ1 Ｌ1 Ｌ2 

Ｌ1＝掘削長 
Ｌ2＝影響の片側長＝Ｋｔ（最小影響長 0.3m） 
ａ1＝影響部分の端から舗装絶縁線までの片側長 
ａ2＝影響部分の端から舗装絶縁線までの片側長 

（反対側）※左図のａ1 をａ2 と読み替える 
Ｈ ＝掘削深さ 
Ｋ ＝係数（コンクリート舗装：1.4、アスファ 

ルト舗装：1.0） 
Ｈ1＝表層・中間層・基層の総厚 
ｔ ＝路盤（上層路盤＋下層路盤）の総厚 
Ｌ＝復旧工事長＝Ｌ1＋2Ｌ2＋ａ1＋ａ2 

舗
装
絶
縁
線 

※ 
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(6) 復旧面積の基準 
復旧面積＝Ａ＝Ｗ×Ｌ＝Ａ1＋Ａ2  
掘削部分の復旧面積＝Ａ1＝Ｗ1×Ｌ1 
影響部分の復旧面積＝Ａ2＝Ａ－Ａ1 

 

(7) 復旧面積（影響部分）の取扱い 
   

ア 影響部分の端から路側又は舗装絶縁線までの舗装幅が 1.2m（歩道の場合は 0.6m）

未満のときは、その部分の面積を復旧面積に加算する。コンクリート舗装の場合は、

影響部分の端から路側又は舗装絶縁線までの舗装幅が 1.8m（歩道の場合は 0.6m）未

満のときは、その部分の面積を復旧面積に加算するものとする。 
イ 徴収費用計算の基礎となる面積は、掘削部分の面積に影響部分の面積を加えたもの

とし、影響部分の面積は次の算式によるものとする。 
 

路面復旧面積 平面見取図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ウ 最小掘削幅は車道部、歩道部とも 0.6m を標準とし、増幅の場合は 0.1m 単位とす

る。最小影響幅（長）は 0.3m とする。 

掘
削
部
分 

舗装絶縁線 

影響部分 

土留矢板等を施す 
こと（原則） 

ａ1 

ａ2 Ｗ2 
 

Ｌ1 
ｂ1 ｂ2 

Ｗ1 Ｗ2 
 

Ｌ2 
 

Ｌ2 
 

Ａ2 ＝（Ｗ1＋２Ｗ2＋ｂ1＋ｂ2）×（Ｌ1＋２Ｌ2＋ａ1＋ａ2）－Ｗ1×Ｌ1 
Ａ2     影響部分の面積 
Ｗ1    掘削部分の幅（最小掘削幅 0.6m） 
Ｗ2      影響の片側幅（最小影響幅 0.3m）  
Ｌ1     掘削部分の長さ 
Ｌ2      影響の片側長（最小影響長 0.3m）  
Ｗ2 ＝Ｌ2 ＝Ｋｔ 
ｔ    掘削部分の路盤の厚さ 
Ｋ    コンクリート舗装の場合にあっては 1.4、アスファルト舗装の場合にあ 

っては 1.0 
ａ1・ａ2 道路の中心線と平行の方向の影響部分の端から舗装の絶縁線（打継目、目

地、版端等をいう。以下同じ。）までの距離が 1.2m 以上のときは 0 とする。 
ｂ1・ｂ2 道路の中心線と垂直の方向の影響部分の端から舗装の絶縁線までの距離 

が 1.2m より多いときは 0 とする。 

Ｌ 

Ｗ 

舗装絶縁線 
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※影響の片側幅（Ｗ2）又は片側長（Ｌ2） 
＜車道＞                          （単位ｃｍ） 
種別 Ａｓ１ Ａｓ２ Ａｓ３ Ａｓ４ Ａｓ５ Ａｓ６ Ａｓ７ Ｃon１ Ｃon２ Ｃon３ 

影響の 
片側幅(長) 55 55 50 45 40 30 30 84 63 63 

 
＜歩道＞     （単位ｃｍ） 

 
 
 
 

（Ｃ．Ｂ（車道、歩道）の場合は、道路管理者との協議によるものとする。） 
 

 

エ 影響面積の例（アスファルト舗装の場合） 

 
    図－１ 
 
 
 
 
 
 
 
  
    図－２ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

※コンクリート舗装の場合、図－１及び図－２において、1.2ｍを 1.8ｍと読み替え

るものとする。 

 

(8) 増破を生じた場合の取扱い 
復旧面積は、断面的及び平面的に整形された範囲の面積を復旧面積とする。 
なお、掘削許可時における復旧面積を増破した場合は、道路管理者と協議を行い、影

響線を決定し、路面復旧費・検査事務費を追加徴収するものとする。 
 

(9) 復旧面積の積算上の基準 
   ア 掘削部の工事長は、工種が異なるものがあるときには各工種ごとの工事長により、

また同一路線内の工事であっても切断された部分については、その部分の工事長に

種別 Ａｓ８ 
（歩道） 

Ｃon４ 
（歩道） 

影響の 
片側幅(長) 30 30 

舗
装
絶
縁
線 Ｗ 

Ｌ 1.2m 以上 

1.2m 未満 1.2m 以上 

影響面積(拡張) 

舗装絶縁線 

掘削面積

影響面積

1.2m 以上 

Ｗ 

Ｌ 

1.2m 未満 

影
響
面
積(

拡
張) 

影響面積 

復旧面積＝Ａ 
Ａ＝Ｗ×Ｌ 

舗装絶縁線 

舗
装
絶
縁
線 
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よるものとする。 
   イ 復旧面積算出の基礎となる復旧幅及び工事長は、メートル以下小数点第２位止め

とし、３位については切り捨てるものとする。 
   ウ 復旧面積が、１箇所につき 1.0 ㎡以上のものは、小数点以下１位で四捨五入して

計算する。ただし、道路管理システムに係るもので 1.0 ㎡未満のものは、1.0 ㎡と

みなして計算する。 

また、１申請につき同一舗装種別の掘削が２箇所以上ある場合は、舗装種別ごと

に復旧面積を合計し、端数計算する。 
   エ 工事が国道、県道及び市道にまたがる場合においては、同一路線とみなして路面

復旧費を算出する。ただし、国道、県道及び市道の工種が異なる場合は、アによる。 
 

 (10) 路面復旧費加算単価額 
路面復旧費を徴収する場合、次の各表に掲げる道路付属物の復旧について、それぞ

れの表に定める割合による額を別途加算するものとする。 
 

表－１ 
１ｍ当たり単価（円）  

種  別 Ｗ＝15cm Ｗ＝20cm Ｗ＝30cm Ｗ＝45cm 

区 

画 

線 

白色 

実 線 3,580 3,750 4,070 － 

破 線 3,590 3,760 4,070 － 

横断線 
・ゼブラ 3,600 3,760 4,080 4,560 

黄色 実 線 3,840 4,090 4,580 － 

    注１ 横断歩道、停止線及びゼブラの区画線については、この表の横断線・ゼブラ

の項に定める額を徴収する。 
     ２ 区画線の延長の小数点以下の処理については、線幅ごとに次により行う。 
      （計算例） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ａ 1.2m 

15cm 

30cm 

Ｂ 2.4m 

15cm 

Ｃ 1.2m 

15cm 幅の延長 
        Ａの延長   1.2m 
        Ｃの延長   1.2m 
        1.2m＋1.2m＝2.4m 
        端数を切り上げると 3m、延長は 3m となる。 
30cm 幅の延長 
        Ｂの延長   2.4m 
        端数を切り上げると 3m、延長は 3m となる。 
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表－２ 

 種別 形状（画数） 色 １個当たり 
単価（円） 

矢
印 

直進  白 22,550 

右左折  白 23,980 

直進・右左折  白 31,860 

右左折の方法 
・安全地帯等 

対角 
2m 

 

白 
71,600 

対角 
4m 189,380 

直径 
2m 

 

白 
84,840 

直径 
4m 232,340 

記
号 

転回禁止 
 黄 47,330 
 黄 36,860 

終わり  白 52,260 

横断歩道あり  白 59,070 

前方優先道路  白 63,360 

文
字 

アラビア数字 
白 69,140 

黄 74,100 

簡易な文字 
(平仮名及び片仮名を含む。) 

５画未満 
白 15,560 

黄 16,680 

中程度の文字 ５画以上 
１０画未満 

白 29,320 

黄 31,420 

複雑な文字 １０画以上 
白 34,020 

黄 36,470 

マーク

 

文マーク  白 197,290 

自転車マーク  
白 5,430 

自転車放置禁止区域 
マーク  

青、赤、白 92,090 

 
 

文 
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表－３ 

種別 規格 １個当たり 
単価（円） 

キャッツアイ 設置幅 
15cm 

片面 22,100 

両面 23,700 

チャッターバー 

設置幅 
20cm 

片面 39,740 

両面 44,060 

設置幅 
30cm 

片面 46,060 

両面 50,070 

 
(11) 夜間及び昼夜間工事施工の割増率 

路面復旧費に(10)の加算額を加算した合計額に下記の割増率を乗じて得た額を加算

するものとする。 
   ア 夜間工事施工の場合   26 パーセント増 
   イ 昼夜間工事施工の場合  15 パーセント増 
 

(12) 路面復旧費の徴収方法 

   ア 掘削申請件数の少ない申請者については、許可決裁後納入通知書により路面復旧

費を納入させ、領収書を確認して許可書を交付する。 
   イ 掘削申請件数の多い申請者（道路管理システム参加者である西日本電信電話（株）、

九州電力送配電（株）、西部ガス（株）、上下水道局、（株）ＱＴｎｅｔ）については、

許可決裁後許可書のみを申請者に交付し、路面復旧費は、当月分を一括して翌月の

一週間以内に納入通知書を発行し、納入通知書発行から 20 日以内に路面復旧費を納

入させる。 
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５ 舗装全幅復旧について 
舗装先行工事でない路面復旧工事は、コンクリートブロック道を除き、道路の舗装種

別にかかわらず、車道及び歩道全幅の表層を復旧するものとし、車線のある車道につい

ては車線単位で全幅の表層を復旧することを原則とする（ただし、次の各号のいずれか

に該当する場合は除く）。 
この場合の当該部分の面積については、復旧面積に加算しない（検査事務費は徴収し

ない）ものとする。 
(1)  道路を横断する各戸引込管工事 
(2) 弁室やマンホール等の小構造物工事 
(3) 掘削面積３㎡未満の工事  

 

【舗装全幅復旧の事例】 

（１）平面の考え方 ※アスファルト舗装の場合（コンクリート舗装の場合は 1.2ｍを 1.8ｍと読み替える） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

（２）断面の考え方 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

路盤 
（上層＋下層） 

ｔ路盤厚 

 

影響幅 影響幅 掘削幅 
復旧幅Ｗ（検査事務費の対象） 

影響幅(拡張)※ 

※舗装端まで
1.2m 未満の場
合、影響幅拡張

舗装全幅打換え幅 

舗装端または車線端 
まで表層部を舗装打換え 

 表 層 
(基 層) 

車線のない車道・歩道⇒舗装端 

車線のある車道    ⇒車線端  

舗装端 

Ｗ1 Ｗ2 Ｗ2 ｂ1 

1.2m 以上 

側溝等 

掘削幅 
0.6m(最低) 

影響幅 0.3m(最低) 

復旧幅 W 
1.2m(最低) 

1.2m 未満 

掘削面積 

影響面積 

表層復旧部 

⇒検査事務費

の対象外 

【一定規模の工事①】 

・道路を横断する各戸引込管工事 
・弁室やマンホール等の小構造物工事 
・掘削面積 3 ㎡未満の工事 

⇒（例）復旧面積 6 ㎡（復旧幅 1.2m×工事長 5m） 掘削部 影響部 影響拡張部 

⇒検査事務費

の対象 

占用者による本復旧箇所 

【①以外の工事】 

・掘削面積 3 ㎡以上の工事 
 
 ※表層部を全幅復旧 掘削部 影響部 影響拡張部 

⇒検査事務費 

の対象 

占用者による本復旧箇所 

車線端は舗装端とみなさない。影響幅（拡張）とみな

さず、車線端まで表層部のみ打換え。 
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（３）車線における復旧範囲の考え方 

 
（４）蓋等の高さ調整 
  舗装全幅復旧にあたり、蓋等の高さ調整が必要な場合は、占用者間で協議し、舗装面  
に段差が生じないよう留意すること。 

    

 
 

←
掘
削
位
置

←
掘
削
位
置

←
掘
削
位
置

〈車道・中央線なし〉
〈車道・中央線あり〉

全面復旧

※掘削影響範囲が中央線を

跨ぐ場合は全面復旧

半断面復旧

中
央
線

半断面復旧

中
央
線

※掘削影響範囲が中央線を

跨ぐ場合は跨いだ車線を復旧

２車線道路

４車線以上道路

※図の復旧範囲は基本的な基準であり、車線を跨ぐ掘削、特殊舗装などは実情に応じて判断する。

←
掘
削
位
置

〈歩道〉

全面復旧
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北九州市告示第１９５号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定により

、北九州市立旧百三十銀行ギャラリーにおける使用料の徴収について指定公金

事務取扱者を指定し、公金事務を委託したので、同条第２項の規定により次の

とおり告示する。 

  令和７年４月２４日 

北九州市長 武 内 和 久   

  

指定公金事務取扱者 指定公金

事務取扱

者として

指定した

日 

指定公金

事務取扱

者に公金

事務を委

託した日 

 

委託期間 

 名称 住所 

株式会社ＣＯＬ

Ｔ 

北九州市小倉北

区米町一丁目５

番１５号勝山大

阪町ビル４階 

令和７年

４月１日 

令和７年

４月１日 

令和７年４

月１日から

令和８年３

月３１日ま

で 

 

 

20



北九州市告示第１９６号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定により

、北九州市立戸畑市民会館における使用料の徴収について指定公金事務取扱者

を指定し、公金事務を委託したので、同条第２項の規定により次のとおり告示

する。 

  令和７年４月２４日 

北九州市長 武 内 和 久   

 指定公金事務取扱者 指定公金

事務取扱

者として

指定した

日 

指定公金

事務取扱

者に公金

事務を委

託した日 

 

委託期間 

 名称 住所 

社会福祉法人北

九州市社会福祉

協議会 

北九州市戸畑区

汐井町１番６号 

令和７年

４月１日 

令和７年

４月１日 

令和７年４

月１日から

令和８年３

月３１日ま

で 
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北九州市告示第１９７号 

 地方自治法の一部を改正する法律（令和５年法律第１９号）附則第２条第３

項の規定により、北九州市立門司市民会館及び北九州市立若松市民会館におけ

る使用料の徴収事務を次のとおり委託した。 

  令和７年４月２４日 

北九州市長 武 内 和 久   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

共同企業体グループＡ

２Ｋ 

代表企業 朝日建物管

理株式会社 九州支店 

北九州市小倉北区室町

一丁目１番１号 

 

令和７年４月１日から

令和８年３月３１日ま

で 
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北九州市告示第１９８号 

 地方自治法の一部を改正する法律（令和５年法律第１９号）附則第２条第３

項の規定により、北九州芸術劇場及び北九州市立響ホールにおける使用料及び

物品売払代金の徴収事務を次のとおり委託した。 

  令和７年４月２４日 

北九州市長 武 内 和 久   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

公益財団法人北九州市

芸術文化振興財団 

北九州市小倉北区室町

一丁目１番１号 

令和７年４月１日から

令和８年３月３１日ま

で 
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北九州市告示第１９９号 

 地方自治法の一部を改正する法律（令和５年法律第１９号）附則第２条第３

項の規定により、北九州市立大手町練習場における使用料の徴収事務を次のと

おり委託した。 

  令和７年４月２４日 

北九州市長 武 内 和 久   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

公益財団法人北九州市

芸術文化振興財団 

北九州市小倉北区室町

一丁目１番１号 

令和７年４月１日から

令和８年３月３１日ま

で 
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北九州市告示第２００号 

 地方自治法の一部を改正する法律（令和５年法律第１９号）附則第２条第３

項の規定により、北九州市立黒崎文化ホールにおける使用料の徴収事務を次の

とおり委託した。 

  令和７年４月２４日 

北九州市長 武 内 和 久   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

株式会社黒崎コミュニ

ティサービス 

北九州市小倉北区米町

二丁目２番１号 

令和７年４月１日から

令和８年３月３１日ま

で 
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北九州市公告第２７９号 

  一般競争入札により、物件の借入れ及び保守業務契約を締結するので、地方

自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第 1 項及び北九州市

契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第

４条第１項の規定により次のとおり公告する。 

    令和７年４月２４日 

                                  北九州市長  武 内 和 久   

１  契約内容 

 （１） 名称及び数量 北九州市消防局公用電気自動車充電設備の借入れ及

び保守業務（消防局庁舎他４施設） 一式 

 （２） 履行の内容等 仕様書に定めるとおり 

 （３） 履行期間  契約締結日から令和１４年７月３１日まで 

 （４） 履行場所  北九州市が指示する場所 

 （５） 入札方法  総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載

された金額に当該金額の１００分の１０に相当する金額を加算した金額（

当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるもの

とする。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費

税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金

額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

２  競争入札参加資格 

    次の各号のいずれにも該当する者であること。 

 （１） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること

。 

 （２） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す

る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿

に記載されていること。 

 （３） 北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

３ 入札手続等 

 （１） 契約条項を示す場所及び期間 

ア 場所 北九州市小倉北区大手町３番９号 

北九州市消防局総務部総務課 

  イ 期間 この公告の日から令和７年５月８日まで（日曜日、土曜日及び

国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日

（以下「日曜日等」という。）を除く。）の毎日午前９時から午前１１

時まで及び午後１時から午後４時まで 

26



 （２） 入札関係資料の交付方法 前号アの場所において無償で交付する。 

 （３） 入札説明会 入札説明会は行わない。 

（４） 入札に参加するための要件等  

ア この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者は、所定の期日まで

に入札参加申込みを行い、入札参加者としての資格を有するか否かにつ

いて審査を受けなければならない。 

  イ 入札参加申込みは、所定の様式を持参又は郵送することにより行わな

ければならない。 

（５） 入札参加申込書を提出する場所及び期間 

 ア 第１号アの場所と同じ 

 イ 期間 

（ア） 持参の場合 この公告の日から令和７年５月８日まで（日曜日

等を除く。）の毎日午前９時から午前１１時まで及び午後１時から午

後４時まで 

（イ） 郵送の場合 書留郵便により、令和７年５月８日午後２時まで 

に必着のこと。 

 （６）  入札及び開札の場所並びに日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区大手町３番９号 

       北九州市消防局庁舎２階災害対策本部室 

イ 日時 令和７年５月１５日 午後２時 

４ その他   

 （１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

    ア  言語  日本語 

    イ  通貨  日本国通貨 

 （２） 入札保証金及び契約保証金 

  ア  入札保証金  入札価格の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条

第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

  イ  契約保証金  契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第２５ 

   条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

 （３） 入札の無効 

      次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  ア  この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

    イ  申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ  契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

 （４） 落札者の決定方法  契約規則第１３条第１項の規定により定められ
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た予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者

とする。 

 （５） 契約書作成の要否 要 

 （６） 契約書作成に要する費用は、全て落札者の負担とする。 

 （７） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在

地等 

      北九州市消防局総務部総務課 

      〒８０３－８５０９  北九州市小倉北区大手町３番９号 

      電話  ０９３－５８２－３８０２ 

     ＦＡＸ ０９３－５９２－６８９８ 
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北九州市公告第２８０号 

 令和７年４月１６日発行第５８１６号北九州市公報における北九州市公告第

２４４号により公告した次の一般競争入札を中止する。 

  令和７年４月２４日 

                    北九州市長 武 内 和 久   
 工事名 篠崎中学校大規模改修工事（第１期） 
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北九州市公告第２８１号 

 令和７年４月１６日発行第５８１６号北九州市公報における北九州市公告第

２４５号により公告した次の一般競争入札を中止する。 

  令和７年４月２４日 

                    北九州市長 武 内 和 久   
 工事名 守恒小学校大規模改修工事（第３期） 
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北九州市上下水道局公告第４９号 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、北九州市上下水道局物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程

（平成７年北九州市水道局管理規程第６号）第２条において準用する北九州市

物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年北九州市規則第

７８号）第１２条第１項の規定により次のとおり公告する。 

  令和７年４月２４日 

               北九州市上下水道局長 廣 中 忠 孝 

１ 購入品目及び数量 

次亜塩素酸ソーダ １７１万キログラム 

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

  北九州市上下水道局下水道部施設課 

  北九州市小倉北区大手町１番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和７年３月２７日 

４ 落札者の名称及び住所 

  電協産業株式会社 

  北九州市戸畑区中原東四丁目２番１号 

５ 落札金額 

  １キログラム当たりの金額 ５０円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 一般競争入札の公告をした日 

  令和７年２月１４日 

８ 落札方式 

  最低価格による。 
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北九州市公営競技局公告第９号 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、北九州市公営競技局物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程

（平成３０年北九州市公営競技局管理規程第１１号）第２条において準用する

北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年北九州

市規則第７８号）第１２条第１項の規定により次のとおり公告する。 

令和７年４月２４日 

               北九州市公営競技局長 春 日 伸 一   

１ 特定役務の名称及び数量 

  若松モーターボート競走場電力供給 一式 

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

  北九州市公営競技局ボートレース事業課 

  北九州市若松区赤岩町１３番 1 号 

３ 落札者を決定した日 

  令和７年３月１１日 

４ 落札者の名称及び住所 

  株式会社ＦＰＳ 

  東京都中央区八重洲二丁目２番１号 

５ 契約金額 

  １億１，０３３万２，１３１円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 一般競争入札の公告をした日 

  令和７年１月２０日 

８ 落札方式 

  最低価格による。 
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